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開発誘導指針

（ 1 ）  敷地利用

図表　 ４ －１ 　 ゾーニング及び地区設定

ア　 敷地規模

　 　 各地区の整備方針に合わせ、 一定規模の施設立地によ る まと まり のある 街区形成を 図る ため、

最小敷地規模を 設定する 。

イ 　 公共的空間の形成

　 　 主要交差点部分について は、 動線の結節点と し て の演出や、 歩行者の滞留空間の創出等、 一

 体的な 空間形成を 図る 。

　 　以下に示す建築物等に関する 基準は、 今後まち づく り の指針と する と と も に、 進出企業等の建築

行為に係る 誘導、 規則の基準と する 。
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（ 注） 残区画の状況によっ ては最小敷地規模での分譲ができない場合があり ます。
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中部臨空都市

　 各施設で発生する駐車需要に応じ て、 必

要台数分を敷地内で確保する。

　 また、 公道上でのサービス車両の駐停車

を回避するため、 サービスヤード を敷地内

に確保するよう 努める。

ウ　 駐車場 　 やむを えず垣・ 柵を 設ける 場合は、 沿道

景観に配慮し 、 植栽等で修景を施す。

　 垣・ 柵の高さ は、 歩行者の視界の確保や、

周辺環境に配慮し て設置する。

（ 2 ）  建築形態等

( ア ) 整備量

　 進出企業等は、 地域地区で定めら れた用

途のほか、 図表２ －８ に示さ れた地区毎の

整備方針に基づき、 建築物を計画するも の

と する。

ア　 用途

( ア ) 用途制限

　 回遊性のあるまちづく り を実現するため、

歩行者動線部分に、 賑わいを創出する店舗

やオープンカ フ ェ 等の設置に努める。

( イ ) 歩行者動線部分の用途

　 道路等と の一体的な空間を確保し 、 ユニ

バーサルデザイ ンのまちづく り を実現する

ため、 公共空間と 敷地と の境界で、 地盤高

を揃えるよう にする。

　 地盤高を揃えるこ と が困難な場合には、

スロープなどを設置するこ と により 対応す

る。

エ　 敷地境界

( ア ) 地盤高

　 敷地の境界には、 原則と し て垣・ 柵を設

けず、 必要に応じ て植栽等で対応する。

( イ ) 垣・ 柵

　 出入口については、 道路管理者及び地元

警察署へ相談する。

( イ ) 出入口の位置

　 北条向山線に出入口を設置し た駐車場に

ついては、 良好なロード サイ ド 型商業施設

の景観を形成するよう 、 道路から 見える緑

の量を確保し 、駐車場の植栽に工夫を行う 。

　 研究・ 生産地区の敷地における駐車場に

ついては、 植栽、 土盛り 等、 道路から の景

観に配慮し た整備を行う 。

( ウ ) 景観面の配慮



（平成29年７月１日常滑市告示第29号）

(※)建築基準法施工令の改正（平成 30 年４月１日）により、現行は令第 130 条の 9 の5 に規定されています。

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
(1) 個室付浴場に係る公衆浴場その他これに類す

るもので建築基準法施行令(昭和 25 年政令第
338 号。以下「令」という。)第 130 条の 9 
の 3 に定めるもの（※）

(2) キャバレーその他これに類するもの
(3) ナイトクラブその他これに類する令第 130 条

の 7 の 3 に定めるもの
(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類
するもの(風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)
第 2 条第1項第5号に該当するものを除く。)

(5) 床面積の合計が15㎡を超える畜舎(ペット
ショップ、動物病院その他これらに類するも
のを除く。)

(6) 葬儀場
(7) 納骨堂
(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 

年法律第 137 号)第 7 条に規定する一般廃棄
物処理業、同法第 14条に規定する産業廃棄
物処理業又は同法第 14 条の 4 に規定する特
別管理産業廃棄物処理業の用に供する建築物

(9) 動物処理場等に関する条例(昭和 24年愛知県
条例第 3 号)第 1 条に規定する動物処理場

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
(1) キャバレーその他これに類するもの
(2) ナイトクラブその他これに類する令第 130 

条の 7 の 3 に定めるもの
(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類
するもの(風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)
第 2 条第1項第5号に該当するものを除く。)

(4) 床面積の合計が15㎡を超える畜舎(ペット
ショップ、動物病院その他これらに類するも
の及び研究開発施設に付属するものを除
く。)

(5) 葬儀場
(6) 納骨堂
(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 

年法律第 137 号)第 7 条に規定する一般廃棄
物処理業、同法第 14条に規定する産業廃棄
物処理業又は同法第 14 条の 4 に規定する特
別管理産業廃棄物処理業の用に供する建築物

(8) 動物処理場等に関する条例(昭和 24年愛知県
条例第 3 号)第 1 条に規定する動物処理場
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中部臨空都市

図表　 ４ －３ 　 り んく う 地区計画（ 計画図）

空港対岸部B地区

空港対岸部A 地区
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図表　 ４ －４ 　 中部国際空港における空域制限表面

　 中部国際空港は、 国土交通大臣によっ て

設置の告示がなさ れる公共空港（ 第一種空

港 ）と なるため、 周辺地域においては、 空

域制限表面（ 進入表面、 転移表面、 水平表

面（ 航空法第2条）、延長進入表面、円錐表面、

外側水平表面（ 同法第56条の２ ））の上に出る

高さ の物件を設置・ 留置し てはなら ない制

限を受ける（ 同法第49条第1項）。

　 こ のう ち、 水平表面（ 滑走路上の標点を

中心と する円）は半径 4,000mと 規定さ れて

いるため、 中部臨空都市においては、 空港

島及び空港対岸部のほぼ全域が、 滑走路標

点から 高さ 45m までの空域制限表面と な

る 。

　 図表４ －5 に建築物の高さ が滑走路標点

から 45m までに制限さ れる区域を示す。

ウ　 高さ
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中部臨空都市

図表　 ４ －５ 　 建築物の高さ 4 5 m 制限区域
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　 地域のイ メ ージに調和する色彩・ 材料を

用いる。

　 原色の面的利用を避ける。

　 低層部分（ １・ ２ 階部分 ） において 、 水

平方向に長い壁面（ おおむね 50m 以上）を

持つ建築物は、 歩行者空間が単調になら な

いよう 、 デザイ ン上の工夫を行う 。

　 歩道に沿っ た建物低層部の壁面は、 窓や

ショ ーウィ ンド ウによっ て透視の優れたも

のを使用し 、 開放的になるよう 努める。

　 建築物については、 街並みの景観に配慮

し 、 質の高いデザイ ンで建築するよう 配慮

する。

エ　 形態等（ 原則と し て商業地域のみ）

( ア ) 色彩・ 材料

　 建築物、施設構造物の建設にあたっ ては、

埋立地であるこ と など地盤状況等を十分に

考慮する。

　 防災・ 避難対策は、 建築基準法に従う が、

特に空港島の建築物は原則と し て耐火構造

と し 、 内装材には可能な限り 不燃材料を用

いるなど、 その充実に努める。

オ　 安全対策

　 建築物の屋上等は、 上階や隣接建築物か

ら の眺望を配慮し 、 屋根の仕上げ、 緑化等

修景上の工夫に努める。

　 屋根上の高架水槽、 屋上アンテナ等の建

築設備については、 街のスカ イ ラ イ ンを乱

雑にするため、 何ら かの装飾的な囲いを施

すなど、 その形態、 色彩等に配慮する。

　 受水槽・ ポンプ室・ 電気機械室などの建

築物付属施設は、 建築物の内部に設けるな

ど景観上の配慮をする。

( イ ) 眺望
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中部臨空都市

（ 3 ）  その他

　 敷地境界線付近の植栽や、 壁面緑化、 屋

上緑化、 駐車場緑化等に努めると と も に、

樹種についても 地域環境に配慮し 、 多様な

植栽を形成するよう 努める。

ア　 植栽

　 高齢者、 身障者、 ベビーカ ーを 押す人、

子供、 外国人等を含むあら ゆる人々が安全

かつ快適に過ごせる人にやさ し い都市環境

の形成を目指し 、 バリ アフ リ ーの徹底、 サ

イ ンシステムの整備等に配慮し た設計を行

う 。

ウ　 ユニバーサル・ デザイ ンの推進

　 通信の送受信を目的と し た地上系マイ ク

ロ波回線や衛星通信用のパラ ボラ アンテナ

等を設置する場合は、 景観に配慮する。

エ　 地上系マイ ク ロ波回線、 パラ ボラ ア

　 　ンテナ等

　 広告物の種類については、 原則と し て自

家用広告物のみと する。

　 なお、 こ のガイ ド ラ イ ンに定める事項以

外については、 愛知県屋外広告物条例に従

う 。

イ 　 屋外広告物

図表　 ４ －６ 　 屋外広告物の種類
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図表　 ４ －７ 　 屋外広告物の種類（ 定義） 図表　 ４ －８

屋外広告物規制誘導方針（ 禁止区域）

細字： 愛知県屋外広告物条例基準

太字： 企業庁ガイ ド ラ イ ン基準

〇面積の合計2 0㎡以下（ 最大可視面積）

＊禁止地域は図表４ －1 0 、 ４ －1 1 参照

種 類

広告板

木又は金属等材料を使用し て作成さ れ、

土地に建植又はその他物件を利用し て

取付けら れたも ので、 平面的に内容を

表示するも の。

木又は金属等材料を使用し て作成さ れ、

土地に建植又はその他物件を利用し て

取付けら れたも ので、 立体的に内容を

表示するも の。

木又は金属等材料を使用し て作成さ れ、

建築物の屋上に取付けら れ内容を表示

するも の。

木又は金属等材料を使用し て作成さ れ、

建築物等の壁面に取付け、又は塗布さ れ

たも ので平面的に内容を表示するも の。

木又は金属等材料を使用し て作成さ れ、

建築物等の側面に立体的に取付けら れ

たも の。

・ 地上から の高さ は 1 0 m 以下と する。

・ 道路交差点部分の設置を避ける。

・ ひと つの建物で、 できる限り 集約する。

・ 地上から の高さ は 1 0 m 以下と する。

・ 道路交差点部分の設置を避ける。

・ ひと つの建物で、 できる限り 集約する。

（ 耐火構造物及び不燃構造の建築物屋上 ）

 ・ 建築物の高さ の１ /３ 以下と する。

 ・ 広告物の裏面が見えないよう に配慮する。

（ 木造建築物 ）

 ・ 地上から の高さ 10 m 以下と する。

 ・ 建築物の高さ の１ /３ 以下と する。

 ・ 広告物の裏面が見えないよう に配慮する。

・ 広告物で建築物又は工作物の窓又は開口部

　をふさ がないこ と 。

・ 一壁面には、同一内容のも のは一個とする。

・ 不可

・ 美観に配慮し 、 同一建物内で、 デザイン、

　大きさ 、取付高さ 等をできる限り 統一する。

・ 1 個の面積は 2 ㎡ 以下と する。

広告塔

屋上広告

壁面広告

広告板

広告塔

屋上広告

壁面広告

突出広告
（ 中高層部）

突出広告
（ 低層部）
地盤レベルから

1 0 m 未満

突出広告

定　 　 義

種類
内容

区分 禁止地域（ 知事指定道路、鉄道の接続地域 ）

自家用広告物
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・ 面積は 3 5 ㎡以下と する。

・ 地上から の高さ は 1 0 m 以下と する。

・ 道路交差点部分の設置を避ける。

・ ひと つの建物で、 できる限り 集約する。

・ 面積は 5 0 ㎡以下と する。

・ 地上から の高さ は 1 0 m 以下と する。

・ 道路交差点部分の設置を避ける。

・ ひと つの建物で、 できる限り 集約する。

（ 耐火構造物及び不燃構造の建築物屋上）

 ・ 建築物の高さ の１ /３ 以下と する。

 ・ 広告物の裏面が見えないよう に配慮する。

（ 木造建築物）

 ・ 面積2 0 ㎡以下、地上から の高さ 10 m 以下と する 。

 ・ 建築物の高さ の１ /３ 以下と する。

 ・ 広告物の裏面が見えないよう に配慮する。

（ 耐火構造物及び不燃構造の建築物屋上）

 ・ 建築物の高さ の１ /３ 以下と する。

 ・ 広告物の裏面が見えないよう に配慮する。

（ 木造建築物）

 ・ 面積20 ㎡以下、地上から の高さ 10 m 以下と する 。

 ・ 建築物の高さ の１ /３ 以下と する。

 ・ 広告物の裏面が見えないよう に配慮する。

・ 広告物で建築物又は工作物の窓又は開口部

　をふさ がないこ と 。

・ 一壁面には、同一内容のも のは一個とする。

・ 不可

・ 美観に配慮し 、 同一建物内で、 デザイン、

　大きさ 、取付高さ 等をできる限り 統一する。

・ 1 個の面積は 2 ㎡ 以下と する。

・ 面積は 3 5 ㎡以下と する。

・ 地上から の高さ は 1 0 m 以下と する。

・ 幅または長さ は 1 5 m 以下と する。

・ 広告物相互の間隔は 5 0 m 以上と する。

・ 道路交差点部分の設置を避ける。

・ ひと つの建物で、 できる限り 集約する。

・ 面積は 3 5 ㎡以下と する。

・ 地上から の高さ は 1 0 m 以下と する。

・ 幅または長さ は３ m 以下と する。

・ 広告物相互の間隔は 5 0 m 以上と する。

・ 道路交差点部分の設置を避ける。

・ ひと つの建物で、 できる限り 集約する。

・ 広告物で建築物又は工作物の窓又は開口部

　をふさ がないこ と 。

・ 一壁面には、同一内容のも のは一個とする。

・ 不可

・ 美観に配慮し 、 同一建物内で、 デザイン、

　大きさ 、取付高さ 等をできる限り 統一する。

・ 1 個の面積は 2 ㎡ 以下と する。

広告板

広告塔

屋上広告

壁面広告

突出広告

（ 中高層部）

突出広告
（ 低層部）
地盤レ ベルから

1 0 m 未満

種類
内容

区分 許可地域 ( その他の地域　 条例第 5 条第 1 項 )

自家用広告物

許可地域 ( 知事指定道路、鉄道の接続地域　条例第 5 条第2 項 )

自家用広告物

図表　 ４ －９ 　 屋外広告物規制誘導方針（ 許可地域 ）

細字： 愛知県屋外広告物条例基準

太字： 企業庁ガイ ド ラ イ ン基準

＊許可地域は図表４ －1 0 、 ４ －1 1 参照

中部臨空都市
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禁止地域
許可地域（ 条例第５ 条第１ 項）
許可地域（ 条例第５ 条第２ 項）

0 500m

禁止地域
許可地域（ 条例第５ 条第１ 項）
許可地域（ 条例第５ 条第２ 項）

図表　 ４ －1 0 　 屋外広告物の禁止地域、 許可地域 ( 空港島 )

図表　 ４ －1 1 　 屋外広告物の禁止地域、 許可地域 ( 空港対岸部 )


